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(公社)宮崎県医師会／(一社)宮崎県薬剤師会／宮崎県糖尿病・慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策検討会／宮崎県



県民の皆様の腎臓を守り、地域の健康寿命を延ばすために、御協力お願い申し上げます。

CKDシールに係るQ＆A(主に窓口用抜粋版)

Q『 『『『『『『『『『『『『『 『

Q『 『『『 『 『『『『『『『『『 『『『『『『 (CKD) 『 『『『 『『『『『『『『『『『 『

A．このｼｰﾙはeGFR値などに基づき機械的に貼るものであり、 ｢診断｣には当たらないという整理です｡診断では
なく､｢患者の自覚を促す｣｢患者の腎機能情報の共有｣｢適切な処方によるCKDの重症化の予防｣のために貼る
ものと御理解ください｡

Q『 『『『『『『『『『『 『

A．医師又は薬剤師が貼ることを想定しています｡
医師 …患者の検査結果からeGFR値を把握して貼付(医師の指示で看護師が貼付することも含む)
薬剤師…患者の検査ﾃﾞｰﾀを確認させてもらう際､eGFR値が確認できる患者はその数値に基づき貼付

Q『 『『『『『『『『『『『『『『『『『『 『

A．腎臓のかかりつけ医以外にかかる時や薬局にかかる際は､医師や薬剤師に対し､必ずお薬手帳を見せたり､
CKDｼｰﾙを貼付されている(eGFR等がよくない)ことをお伝えください｡

Q『『『『『『 『『『『『『『『『『『『『『『『『 『

A．Ｑ＆Ａ【全体版】 No.1のような目的・趣旨を御説明ください。
…慢性腎臓病(CKD)であることを示すｼｰﾙではなく､医薬品の適正使用に用いるｼｰﾙであること｡

腎臓の働きに応じて薬の種類や量などを考え､薬の悪い影響が出ないよう患者さんの身体を守るもの｡

A．医師又は薬剤師が患者に目的・趣旨等を説明の上､同意を得た場合に､検査年月を該当する色のｼｰﾙに記入し､
お薬手帳の表面に貼ってください(表面に貼るのは目立つようにするため｡氏名が隠れなければどこに貼って
も構いませんが､その後もｼｰﾙを貼ることを見越して貼る場所を決めてください)

Q『 『『『『『『『『『『『『『『『

A．半年に1回程度の頻度で更新をお願いします｡
・色が変わらない場合は新たな検査年月を記入したｼｰﾙを貼るか元のｼｰﾙの検査年月を見え消し修正
・色が変わる場合は､新たな色のｼｰﾙに検査年月を記入して貼付
更新期間内であっても検査の結果ｼｰﾙの色に変更が生じる場合は､適宜更新をお願いします。

Q『『『『『『『『『『 eGFR 『『『『『『『『『

A． 処方箋に検査値の記載がある場合又はﾏｲﾅ保険証により情報が確認できる場合は､そちらを御確認ください｡
あるいは患者に検査結果を提示いただける場合は､そちらで数値の確認をお願いします｡

Q『 CKD 『『『『『 『 『『『『『『『『 『『 『 『『『 『 『『『 『GFR 『『 『『『『『『 『 『 『『『 『『『『『『
『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『

A． CKDｼｰﾙは｢薬剤の適正使用のための適確な情報共有｣を目的とし､ｼｰﾙをその｢気づき｣とすべく､ｼｰﾙが普及す
ること､確認を容易にするため､貼付ﾙｰﾙを簡略化しています｡
原則として､eGFRの数値によりｼｰﾙの色を決めており､CKDの重症度分類表のﾋｰﾄﾏｯﾌﾟとは異なりますので､
御留意ください｡
･緑(ｸﾞﾘｰﾝ)…eGFR値 60(mL/分/1.73㎡)以上だが､蛋白尿陽性あるいは片腎等の画像所見で異常がある場合
･黄(ｲｴﾛｰ) …eGFR値 45-59、橙(ｵﾚﾝｼﾞ)…eGFR値 30-44、赤(ﾚｯﾄﾞ) …eGFR値 29以下

Q『『『『『『 『『 『『 『『『『 『『『『『『『『『『『 『

A．患者さんの同意を得た上で、可能であれば､元のｼｰﾙの横に貼るなど経過が分かるようにしてください｡スペー
スがない場合は元のｼｰﾙに重ねて貼っていただいても構いません｡
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